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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、法令を遵守し高い倫理観をもって公正かつ透明な企業活動を行い、社会に貢献することを基本姿勢とし、コーポレート・ガバナ
ンスの整備、充実に取り組んでおります。

　そのために、取締役会の機能的な運営ならびに監査役会が定めた監査方針に従い監査役が計画的かつ厳正な監査を実施するとともに、コンプ
ライアンス委員会を設置しコンプライアンス体制を、危機管理委員会を設置しリスクマネジメント体制を整備しております。 また、内部監査室による

内部監査を実施し内部統制機能の充実に努めると同時に、ディスクロージャーの向上を推進してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則　１－２（４）　議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】

　当社は書面による議決権行使制度を採用しており、現状で議決権行使に大きな支障はないと考えており、議決権の電子行使は実施しておりま
せん。また、当社の外国人持株比率は数％の状況にあり、現状その株主構成から、英文による情報提供も実施しておりません。

　但し今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率などの動向をみて検討してまいります。

【補充原則　１－２（５）　実質株主との対話】

　当社は、信託銀行などの名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主本人として株主総会へ出席することを原則として認めておりま
せん。

　但し、あらかじめ株主総会への出席の申し出があり、かつ当該者が実質的な株主であることが確認できた場合には、信託銀行や弁護士等と協
議しつつ、法令・定款上許容される範囲において、対応を検討してまいります。

【補充原則　３－１（２）　英語での情報開示・提供】

　当社の外国人持株比率は数％の状況にあり、現状その株主構成から、又費用対効果から英文による情報提供は実施しておりません。但し、海
外投資家比率の推移を注視し英語での情報開示を検討してまいります。

【補充原則　４－１（２）　中期経営計画に対するコミットメント】

　当社では、向こう５ヵ年間の中期経営計画を策定しておりますが、開示は行っておりません。

　中期経営計画策定に当たっては、５年をサイクルとして、１年毎に見直しを行うローリング方式を採用しておりますが、当社の業績は鶏卵相場・飼
料価格に大きく影響されることから、精度の高い中期経営計画を作成することは容易ではないからです。

　但し、毎期初において、当該期の目標額を開示しており、実現に向けて社員一丸となって取り組んでおります。目標額と一定の乖離が生じた際
は、当然ながら必要な開示を行っております。

【補充原則　４－1（３）　取締役会の役割・責務（１）】

　当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、今後必
要に応じて検討してまいります。

【原則　４－２　取締役会の役割・責務（２）】

　当社は、取締役会で決議すべき事項については十分な審議検討を行い、決定した内容については取締役がこれを執行しております。

　経営陣の報酬については、当社の業績が鶏卵相場・飼料価格に大きく影響されることから中長期的な観点からの評価は容易でない側面をもっ
ており、毎年定時株主総会後の取締役会で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に判断して取締会において個別の報酬額を決定して
おります。

【補充原則　４－２（１）　業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定】

　当社の取締役の報酬は、固定枠（基本報酬）に加え、業績と連動させた変動枠（賞与）で構成されております。なお、中期経営計画の策定はあり
ますが、当社の業績が鶏卵相場・飼料価格に大きく影響されることから、精度の高い中期経営計画を作成することは容易ではないことから、中長
期的な業積と連動する報酬は設定しておりません。

【補充原則　４－１０（１）　独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】

　当社では、独立社外取締役を主要な構成員とした諮問委員会の設置はありませんが、独立社外取締役を２名選任しております。経営陣幹部及
び取締役の指名・報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において適切に審議し、決定しているため、現時点においては任意の諮
問機関としての指名委員会や報酬委員会設置の予定はありません。当社では本コードの趣旨を踏まえ、必要に応じて新たなしくみの活用を検討
してまいります。

【原則　５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社では、向こう５ヵ年間の中期計画を策定し設備投資も設定しておりますが、開示は行っておりません。当社の業績は鶏卵相場・飼料価格に
大きく影響されることから、精度の高い中期計画を作成することは容易でないからです。但し、自社の資本コストを意識し長期的な戦略を明示する
とともに、具体的な実行内容について、分かりやすい言葉・論理で説明するよう努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】



【原則　１－４　いわゆる政策保有株式】

・基本方針

　当社は、いわゆる政策保有株式としての上場株式の保有については、取引関係、事業における協力関係などを考慮したうえで、その構築・維
持・強化のために有効であり、かつ、中長期的な観点から当社グループの経営に資するものであるか否かを判断して決定しております。また、政
策保有株式として保有する取引先については、毎年４月の取締役会で前年度取引額、利益貢献度等の検証を行い、保有意義の薄れてきた銘柄
については、取引先との対話・交渉を実施しながら、政策保有株式の縮減を進めてまいります。

・議決権行使方針　

　政策保有する株式に係る議決権は、議案の内容を個別に検討し当社グループ及び投資先企業双方の中長期的な企業価値の向上に資するか
否か等を総合的に判断し、株主価値が大きく毀損される状況の場合反対票を投じることも含めて対応しております。

【原則　１－７　関連当事者聞の取引】

　当社は、取締役や主要株主等と、会社間の利益相反取引及び競合取引については、取締役会の決議を経なければならない旨、取締役会規程
に定めております。また、当社及び子会社を含む全ての役員に対して、定期的に関連当事者間取引の有無について確認する「関連当事者との取
引情報調査票」を取り受け管理する体制を構築しております。

　なお、取締役会において関連当事者取引については、資料等を確認、議論の上決議されております。

【原則　２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は昨年費用対効果を勘案し、確定給付企業年金の運用を中止したため、年金資産に関する運用のための人事、組織面での取り組みは
行っておりません。

【原則　３－１　情報開示の充実】

（１）経営理念や経営方針等を当社ホームページ、事業報告書等の発行物にて開示しております。

（２）コーポレート・ガバナンスの基本方針を本報告書及び有価証券報告書に記載しております。

（３）当社の取締役の報酬については、健全性・透明性の確保を前提とした効率性の追求を図ることにより経営計画を達成し、企業価値の向上を
実現するために、職務専念の安定のために月額報酬による固定部分を設定した上で、モチベーションの高揚を促すため業績等に応じて変動する
賞与を適正バランスで設定する方針とし、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、取
締役会にて決議しております。

（４）経営陣幹部選任に当たっては、１．十分な経験　２．高度な知識と理解力　３．実行力　４．統率力等を勘案し各部門から推薦され取締役会の
決議を経て決定しております。更に、取締役候補の指名を行うに当たっては、上記１～４に関して更に高いレベルが求められるとともに、５．外部と
の折衝が多くなるため高度な交渉力　６．企業の方向性を議論するため日頃から国内外の政治経済に明るい　７．目標を達成していくための核で
ありどんな困難にも屈しない強靭な精神力と遂行力をもつ等を、総合的に勘案して決定しております。なお、取締役として職務執行に不正または
重大な法令・規則違反等があった場合は、取締役会は辞任勧告を行うことができるとしております。また、必要に応じて、社外役員とも十分に議論
を行い、取締役会により総合的に判断した上で、不再任、解任することも検討いたします。執行役員の解任については、執行役員規程に不適格事
由を定め、取締役会で決議することを定めております。監査役指名に当たっては、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等の観点から企業を
常に正しい方向へ導ける監視能力と発信能力を有している人材を指名しております。

（５）当社では、株主総会招集通知において取締役・監査役の選任議案の上程時に個々の指名理由を開示しております。

【補充原則　４－１（１）　経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会は、取締役会規程に基づき取締役会が決議すべき事項を明確にし、その他の事項については職務権限規程等に基づき、経営陣に決
定権限を委譲する体制を整備・構築しております。例えば、経営基本理念、役員の選任、重要な設備投資、年度予算、大口資金借入等について
は、取締役会の決議事項としており、一定金額以下の投資、借入れ、資産の取得・処分等については経営陣に決定権限を委譲しております。

【原則　４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は独立性判断基準を以下の通り策定しております。

　当社における社外取締役は、原則として以下のいずれの要件にも該当しない者とする。

（１）現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」と
いう）であったもの

（２）当社の現在の大株主（５％超の議決権を直接又は間接的に保有している株主）又はその業務執行者

（３）当社グループの主要な取引先（直近事業年度における当社グループとの取引額が、当社グループ又は当該　取引先の連結売上高の２％を
超える取引先をいう）又はその業務執行者

（４）当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行　者

（５）当社グループから役員報酬以外に多額の報酬（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該社外役員が
属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。）

（６）当社グループから多額の寄付（年間1,000万円以上）を受けている法人、組合等の団体の業務執行者

（７）上記（１）～（６）に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族

（８）過去３年間において上記（２）～（７）までのいずれかに該当していた者

　選任に当たっては、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。

　なお、現在選任している社外取締役については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

【補充原則　４－１１（１）　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】

　当社の取締役会は、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模を意識した体制を講じております。



　現時点においては、取締役会が的確かつ迅速な意思決定、業務執行の監督を行うために、経営、生産、製造、営業、管理等の各分野における
専門的な知識や経験を異にする取締役で構成されており、かつ、適正な人数と考えております。また、独立社外取締役を選任し、意思決定の透明
化と監督機能の強化を図っております。

　取締役の選任に関する方針は、原則３－１（４）に記載したとおりであります。

【補充原則　４－１１（２）　役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】

　取締役・監査役は、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断したうえで指名するものであります。

　兼職先についても当社取締役・監査役としての職務遂行に支障がないことを確認したうえで、候補者として選定しております。

　取締役及び監査役の主な兼任状況については株主総会招集通知、有価証券報告書において開示の通り、社外監査役２名が他の上場会社の
社外監査役、社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、各取締役・監査役はその役割・責務を適切に果たしております。

【補充原則　４－１１（３）　取締役会全体の実効性の分析・評価】

　当社取締役会は、取締役および取締役会の業務の適性を確保することを目的に取締役自身の自己評価および取締役会全体の実効性評価を
実施いたしました。評価に当たっては、取締役および監査役全員を対象に取締役会の運営・議題・機能等について、アンケートを実施し、その集計
結果に基づき取締役会において分析・評価いたしました。

　その結果、取締役会は適切に運営され、経営陣に対する実効性のある監督が行われていることが確認されました。

　但し、管理、営業、生産、製造の各本部の個別戦略や取組課題について取締役会としてより議論の充実を図るべき等、改善を要する意見もあり
ました。今後は、それらを改善する事で取締役会の更なる実効性向上に努めてまいります。

【補充原則　４－１４（２）　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　当社では、取締役及び監査役に必要なトレーニングを下記方針に基づき適宜実施していきます。

　新任取締役は、就任後３ヶ月以内に当社の経営戦略、財務状態その他重要な事項につき、当社社長およびその指名する業務執行取締役から
説明を受ける等、知識・情報の取得機会を設けます。取締役及び監査役は、適宜、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等の外部研修を
受講します。

　外部セミナー参加等それに伴い生じる費用は取締役及び監査役の請求等により社内規程に基づき、当社にて負担します。

【原則　５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社のＩＲ活動は企画部を主管部署として、取り組んでおります。

　企画部では、ＩＲに関する他部署との情報共有を密にして、連携を図っております。

　当社では、代表取締役によるアナリスト・機関投資家向け説明会、個人投資家向け説明会を各々年１回実施しております。また、「たまご大学」と
称してＧＰ工場の見学会を随時受付し、当社の事業内容を詳しくご理解頂けるよう活動しております（但し本年度はコロナウイルス感染症対策上、
説明会、工場見学会を中止としております）。

　当社では、ＩＲ活動のフィードバックについては、適宜取締役会で報告を行い、取締役・監査役との情報共有を図っております。

　なお、対話に際してインサイダー取引防止のために、内部者取引防止規程及び機密管理規程を整備し運用しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ココリコ 3,556,000 42.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 350,400 4.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 263,600 3.12

米山　惠子 253,100 2.99

米山　大介 222,800 2.63

高橋　慧 171,800 2.03

株式会社北海道銀行 170,000 2.01

株式会社十文字チキンカンパニー 147,300 1.74

株式会社北陸銀行 132,000 1.56

株式会社北洋銀行 132,000 1.56

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月



業種 水産・農林業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

村山　圭一 他の会社の出身者 ○

竹林　孝 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

村山　圭一 ○

　同氏が取締役相談役を務める株式会社
スハラ食品と当社との間には仕入取引が
ありますが、取引金額は僅少（両社の売
上高に対する比率はともに０．１％未

満）であり、同氏の独立性に影響を与える
おそれはないと判断いたしました。

　同氏は、企業経営者として豊富な経験と幅広
い見識を有していることから社外取締役に選任
しております。

　なお、同氏は証券取引所が定める独立役員・
社外役員の独立性に関する事項を充たしてお
り、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
と判断し、独立役員として指定しております。



竹林　孝 ○ ―――

　同氏は、永年に亘り北海道の行政に関わり

農政部長も歴任し、その経験と豊富な知識を有
していることから、社外取締役に選任しておりま
す。

　なお、同氏は証券取引所が定める独立役員・
社外役員の独立性に関する事項を充たしてお
り、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
と判断し、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 3 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　会計監査人には、適時情報の提供を行い独立監査人としての監査を受けており、監査役は、一年を通じて実施される会計監査人による期中監
査や決算時監査について報告書等を受領し十分な説明を受けております。また、内部牽制機能を確保するため内部監査室を設置し、監査役には
内部監査における問題点の報告等を実施し、連携して監査の実効性を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

酒井 純 公認会計士

岡崎 拓也 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



酒井 純 ○ ―――

　同氏は、長年にわたる公認会計士としての専
門知識・経験を有しており、この社外の経験に
基づいて監査役としての役割を果たすことが期
待できるため、選任しております。

　なお、同氏は証券取引所が定める独立役員・
社外役員の独立性に関する事項を充たしてお
り、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
と判断し、独立役員として指定しております。

岡崎 拓也 ○ ―――

　同氏は、長年にわたる弁護士としての専門知
識・経験を有しており、この社外の経験に基づ
いて監査役としての役割を果たすことが期待で
きるため、選任しております。

　なお、同氏は証券取引所が定める独立役員・
社外役員の独立性に関する事項を充たしてお
り、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
と判断し、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　経営陣の報酬については、当社の業績が鶏卵相場と飼料価格に大きく影響されることから中長期的な観点からの評価は容易でない側面をもっ
ており、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に判断して、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で取締役会において個別の報酬額
を決定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　２０２０年３月期における当社の取締役９名および監査役３名に対する報酬は、使用人給与部分を除き139,530千円であります。

　当社の取締役に支払った報酬は、128,730千円です。当社の監査役に支払った報酬は、10,800千円です。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬については、月額報酬による固定部分を設定した上で、モチベーションの高揚を促すため業績等に応じて変動する賞与を適性バ
ランスで設定する方針とし、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、取締役会にて決
議しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社では、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局（企画部対応）を設置しサポートしております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

－ － － － ――― －

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

該当事項はありません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１、現状の体制の概要

（１）取締役会

　当社の取締役会は、取締役８名で構成され、毎月１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随時に開催し経営戦略の基本方針や重要
事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。なお、当年度(2020年３月期)の開催は14回、取締役１名のみ13回出席、あとの
８名は100％の出席となっております。又、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関す
る決議・報告を行っております。

（２）監査役会

　当社の監査役会は監査役３名で構成されており、うち２名は社外監査役であります。

監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行につき監査を実
施しております。また、会計監査人から監査方針および監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。

　なお、監査役のうち、１名は常勤監査役であります。

（３）内部監査及び監査役監査

　当社の内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役３名（うち社外監査役２
名）が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。

　内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、
適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも
実施しております。

　監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出
席し、取締役の職務執行状況を監査しております。

　監査役会は原則毎月１回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また監査役は代表取締役社長との定期的な意見
交換を実施しております。

　監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を
図っております。

　監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。

（４）会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は板垣博靖、藤森允浩であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。

　なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他14名であります。当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査
法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

２、社外取締役に関する事項

　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 １．機関構成・組織運営等に係る事項[取

締役関係]会社との関係に記載の通りであります。

３、監査役の機能強化に向けた取組状況

　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 １．機関構成・組織運営等に係る事項[監

査役関係]に記載の通りであります。

４、責任限定契約の内容の概要

　当社と各取締役（業務執行取締役等を除く。）及び各監査役は、会社法第４２７条第１項の規定に基づき、同法第４２３条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、少人数の取締役による取締役会の迅速な意思決定が可能なことと併せて社外取締役に客観的な立場から経営への助言を受けており
ます。

　また、監査役会設置会社として、監査役３名（うち社外監査役２名）を選任し、取締役会の監督、取締役の職務執行を監査し、コーポレート・ガバ
ナンスの実効性を高めることにより客観性・中立性を確保した体制を整えていると判断し、現状の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 　総会開催日から３週間程度前に発送しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 　当社Ｗｅｂサイトにおいて、ディスクロージャーポリシーを公表しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　２０１９年６月４日に東京において、機関投資家・アナリスト向け決算説明会を
実施しております。

　本年はコロナ感染症の影響を勘案し、実施を取りやめております。

なし

IR資料のホームページ掲載
　当社Ｗｅｂサイトにおいて、決算情報、適時開示資料、有価証券報告書及び
四半期報告書等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　企画部にて対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　全取締役・監査役・従業員のとるべき行動指針を定めた企業倫理規範では、株主・顧客・
取引先・地域社会などのステークホルダーに企業の情報をタイムリーかつ公平・誠実に開
示する開かれた会社であるべく行動原則を設けております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、株主や投資家を始めとするあらゆるステークホルダーの皆様に、当社をご理解
のうえ、より適正な評価をいただくために、当社の重要な情報を公正かつ適時に開示する
ことを基本方針とし、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に沿って情報開示を行
います。また、有価証券上場規程に該当しない情報につきましても、有効と判断される情報
は、有価証券上場規程の主旨を踏まえ適切な方法により積極的に開示してまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、公正かつ透明性の高い経営を実現すべく、以下の基本方針に基づいて内部統制システムの充実に努めております。

１、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行
を相互に監視・監督する。

（２）企業倫理規範をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を制定し、当社グループの役職員が法令・定款を遵守した行動をとるための行
動規範とする。

（３）当社グループを対象に内部監査を担当する内部監査室は、法令遵守の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長、監査役に報告
する。

（４）法令遵守上疑義のある行為等について、当社グループの従業員が直接情報提供を行える手段として内部通報制度を設置・運営する。コンプ
ライアンス委員会は係る通報の直接受付機能を果たすとともに、通報者に不利益がないことを確保し、重要な通報については取締役会に報告す
る。

（５）当社グループは社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、いかなる取り引も行わず、毅然とした態度で臨み、不当要求が
あった場合には、警察及び顧問弁護士との連携を図り組織的に対応する。

２、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社グループの取締役の職務執行に係る重要な情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存するとともに、取締役、監査役、会計
監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。

３、損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社グループの業務執行に係るリスクを認識・評価し適切なリスク対応を行うため、危機管理規程を定め、危機管理委員会にて当社グループ
のリスク管理体制の整備・構築を行う。

（２）危機管理委員会は、定期的に各部門に内在するリスクを洗い出し、その性質、潜在的脅威につき検討のうえ、当社グループのＢＣＰを含めた
リスク管理体制の立案、実行、見直しを行う。

（３）内部監査室は、内部監査を通じて当社グループ各部門のリスク管理体制を把握し問題があれば取締役会に報告する。

４、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）定時取締役会を毎月1回開催し、当社グループの業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。ま
た、随時発生する課題に対処するため、適時、臨時取締役会を開催する。

（２）取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については業務分掌規程において各部門の業務分掌を明確にするとともに、当社グ
ループの各責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行なわれる体制を確保する。

（３）当社グループの中期経営計画と年次計画を策定し、取締役会への業績報告等を通じて、取締役会がその実行・実績の管理を行なう。

５、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）関係会社管理規程により、当社グループにおける業務の適正を確保する。

（２）取締役会がグループ全体のコンプライアンス・リスクを統括・推進する体制とする。

（３）監査役及び内部監査室により、当社グループの連結経営に対応して当社グループ全体の監査を実効的かつ適正に行う体制を構築する。

６、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の独立性に関する事項
及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長の直轄下に設置されている内部監査室が監査役を補助する。

（２）監査役を補助する内部監査室のその補助業務の遂行に関して、取締役及び部門長等の指揮・命令を受けないものとし、その独立性を確保す
る。

７、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）当社グループの取締役及び使用人は、重大な法令違反その他当社グループの業務または業績に重要な影響を及ぼすおそれのある事実に
ついては、直ちに監査役に報告をするものとする。

（２）内部通報制度についてはその適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報
告体制を確保するものとする。

（３）監査役からその業務に係る費用の前払等の請求があった場合は、担当部署において審議し、当該費用または債務を処理する。



（４）監査役は、定期的に会計監査人と緊密な連係を保ち、積極的に意見及び情報交換をする。

（５）監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由とした不利な取り扱いは行わない。

８、財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社グループは金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への適切な対応のため、財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体
制の整備・運用・評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は行動指針の中で「社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係をもたないとともに、不当な要求にも妥協せず毅然とし
た態度で対処する。」と定めております。

　これを受け、当社の主要な会議（販売会議等）や、事業所毎に実施している朝礼などの機会を利用し、定期的にその内容の周知徹底を図ってお
ります。

　当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「取引先に対する反社会的勢力調査マニュアル」を制
定し、所管部署は企画部として、当社グループでの運用を行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社では、持続的な成長により企業価値を向上させることが重要課題と認識しており、かつ現状では当社の経営に賛同されている安定株主の
割合が高く買収防衛策の導入の予定はありません。

　なお、いわゆる買収防衛策の導入を企図する場合には、取締役会・監査役は、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続きを確保する
とともに、株主に十分な説明を行う方針であります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

１、適時開示体制の整備及び運用状況

ａ． 適時開示体制の整備に向けた取組み

当社では、情報開示に関して「お客様、株主をはじめとする投資家、地域社会等から正しい理解と信頼を得るために、適時かつ適切に開示する」
を、原則として積極的に取り組んでおります。

収集された情報は、逐次、企画部に集められ、所要の検討・手続きを得たうえで公表すべき情報は、適時に公表されることとしております。

ｂ． 適時開示担当組織（担当部署及び人員数等）の状況

・担当部署名 企画部

・担当人員 常務取締役企画部長他３名

・情報管理統括責任者 常務取締役企画部長 松岡 昌哉

２、会社情報開示の決定および方法

　当社では、決定事実・決算に関する情報の会社情報に関しては情報管理統括責任者が取締役会に報告し、承認を受けた会社情報についてＷｅ
ｂ上のＩＲ等を使い速やかに情報開示を行ってまいります。

３、その他

　開示の検討にあたっては、情報内容の必要に応じて監査法人および外部専門機関への相談を行ってまいります。






